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100万人以上
50～
100万人 30～50万人 10～30万人 5～10万人 5万人未満 合計

2,588 991 1,649 2,769 1,751 2,939 12,687

2,562 860 1,409 2,227 1,271 1,751 10,079

11 14 43 169 252 2,033 2,522

（注） １．総市町村数3,133の内訳は、市：690、町：1903、村：540（東京都区部は市に含む）
２．総人口、処理人口は1万人未満を四捨五入した。

汚水処理人口普及状況
（平成１６年度末）
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浄化槽

 汚水処理施設（全体）

　下水道　　　8,636万人
　　　　　　　　(68.1%)
　農集排等　　　344万人
　　　　　　　　( 2.7%)
　浄化槽　　　1,062万人
　　　　　　　　( 8.4%)
　コミプラ　　　 37万人
　　　　　　　　( 0.3%)

 　　計       10,079万人
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4,944 5,195 5,466 5,717 5,972 6,234 6,449 6,638 6,724 6,899 7,043 7,173 7,277 7,302 7,361 7,271 7,335 7,229 7,053 6,819 6,514
98.8% 98.7% 98.6% 98.6% 98.4% 98.1% 97.7% 97.0% 96.1% 95.0% 93.7% 92.3% 91.0% 89.3% 88.0% 86.5% 84.5% 82.4% 80.0% 77.7% 75.1%
59 66 75 84 96 118 154 207 275 362 470 595 720 872 1,006 1,137 1,342 1,547 1,762 1,953 2,155
1.2% 1.3% 1.4% 1.4% 1.6% 1.9% 2.3% 3.0% 3.9% 5.0% 6.3% 7.7% 9.0% 10.7% 12.0% 13.5% 15.5% 17.6% 20.0% 22.3% 24.9%

合計 5,003 5,261 5,541 5,801 6,068 6,352 6,603 6,845 6,999 7,261 7,513 7,768 7,997 8,174 8,367 8,408 8,677 8,776 8,815 8,772 8,669

（単位：千基）

単独

合併

浄化槽の設置基数の推移
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単独処理浄化槽

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽設置禁止合併処理浄化槽の設置に
対する国庫補助事業の創設

浄化槽法の制定
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特定環境保全公共下水道

都市の健全な発達及び公
衆衛生の向上に寄与し、あ
わせて公共用水域の水質
保全に資する。

自然環境の保全又は農山
漁村における水質の保全
に資する。

農業集落における農業用排水の
水質保全、農業用用排水施設の
機能維持又は農村生活環境の
改善を図り、併せて公共用水域
の水質保全に寄与する。

処理方式

対象地域
主として市街地〈下水道法
に基づく下水道認可区域〉

市街化区域以外〈下水道法
に基づく下水道認可区域〉

農業振興地域内の農業集落（市
街化区域外）

対象人口 特になし
1,000～10,000人（1,000人
未満も可）

受益個数が概ね２０戸以上。原
則としておおむね1,000人以下

整備主体 主に市町村 主に市町村 主に市町村

普及率 ２．７％　　（３４４万人）

予算（H１７年度） ５２２億円

汚 水 処 理 施 設 の　比 較

生活排水による公共用水域の汚濁
等の生活環境の悪化に対処する。

下水道法に基づく下水道認可区域
外

個人設置型：特に制限なし
市町村設置型：２０戸以上

区　　分

管で集めて処理する集合処理

目　　的

各家庭で処理する個別処理

２６４億円

６８．１％　　（８，６３６万人）

８，２８１億円

個人設置型     ： 　個　人
市町村設置型  ：　市町村

公共下水道 浄化槽農業集落排水施設

８．４％　　（１，０６２万人）
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平成17年浄化槽法改正の概要について 

 

 

１．目的の明確化【第１条関係】 
 
近年の浄化槽の置かれている位置付けの変化を踏まえ、浄化槽法の目的において、公

共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図

ることを明示する。 

 

２．浄化槽からの放流水に係る水質基準の創設【第４条第１項及び第３項 

関係】 
 
  浄化槽からの放流水の水質を担保するため、環境大臣は浄化槽から公共用水域等に放

流される水の水質について、環境省令で、技術上の基準を定める。また、浄化槽の構造

基準は、当該基準が確保されるものとして定められなければならないこととする。 

 

３．浄化槽設置後の水質検査の検査時期の適正化【第７条第１項関係】  
 
浄化槽は実際に一定期間使用した後でなければ微生物が安定化せず、所期の処理性能

を発揮できないことから、浄化槽法制定当時の技術水準に照らし、使用開始後６月を経

過した日から２月間に受けることとされている浄化槽設置後の水質検査について、環境

省令で定める期間内に受けなければならないこととする。 

 

４．浄化槽の維持管理等に対する監督の強化  

 

①法定検査の実施の確保【第７条の２及び第12条の２関係】 
 

法定検査が確実に行われ、その結果に基づき都道府県が適切な指導監督を行えるよ

うにするため、法定検査を受検しない者に対する指導・助言、勧告、命令といった指

導監督に係る規定を設ける。 

 

②指定検査機関から都道府県への検査結果の報告【第７条第２項及び第11条第

２項関係】 
 

都道府県の指導監督の強化を図るため、指定検査機関は、水質に関する検査を実施

したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、環境省令で定める事項を都

道府県知事に報告しなければならないこととする。 
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③浄化槽の使用廃止の届出の義務付け【第11条の２関係】  
 

浄化槽の設置状況の確実な把握を図るため、浄化槽の使用を廃止したときは、環境

省令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出

なければならないこととする。 

 

５．その他  
 

報告徴収及び立入検査に係る規定の整備、指定検査機関に係る環境大臣指定の廃止、

所要の罰則を設けるなど規定の整備を行う。 

 

６．施行期日 
 

平成18年２月１日とする。 
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（財）日本環境整備教育センターの実態調査データに基づき作成

浄化槽の使用開始からのBODの実態
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定期検査（第11条）

改善命令（第12条第2項)

都道府県の都道府県の指導監督に係る指導監督に係る仕組み仕組み（改正後（改正後））

問題なし
問題解決

罰金
（第62条）

適 合

命令違反設置届出(第5条)
廃止届出(新規：第11条の2)

浄化槽
管理者

指
定
検
査
機
関

助言、指導、勧告
(第12条第1項)

受検しなかった
者を指導等の
対象に（新規）

受検せず

指導等の遵守
命令遵守

都

道

府

県

過料
（新規：第66条の2)

助言、指導、勧告
(新規：第12条の2第1項及び第2項)

改善命令(新規:第12条の2第3項)

命令違反

不適合

検査結果を都道府県に報告（新規：第11条第2項）
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総量規制地域における発生源別汚濁負荷量（ＣＯＤ）の割合（平成１１年度） 
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指定湖沼の水質状況の推移（ＣＯＤ年間平均値：過去 10 年間） 
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指定湖沼における発生源別汚濁負荷割合の詳細（例） 
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第６次水質総量規制の在り方について （抄） 

（平成 17 年５月中央環境審議会 答申） 
 
 
４－２ 対策の在り方  

 
３－１に記したように、指定水域の水質には、陸域からの汚濁負荷及び有機物の内部

生産が大きく影響しており、底泥からの溶出、干潟における水質浄化等も影響を及ぼし

ている。このようなことを踏まえ、次の対策を進めていくことが必要である。 
 
（１）汚濁負荷削減対策  

 
水質総量規制制度における汚濁負荷削減目標量については、人口及び産業の動向、

汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備の見通し等を勘案し､実施可能な限

度における対策を前提に定めることとされている｡  
 

水環境の改善が必要な東京湾、伊勢湾、大阪湾においては、第 6 次水質総量規制に
おける削減目標量の設定に当たって、これまでにとられた対策の内容と難易度、費用

対効果、除去率の季節変動等も勘案し、効率的にＣＯＤ、窒素及び燐に係る汚濁負荷

量の削減が図られるよう各発生源に係る対策を検討すべきである。 
 

具体的な対策としては、以下に例示する各種施策が考えられ、関係者、関係機関の

協力を得つつ推進することが必要である｡  
 
・ 生活系汚濁負荷量は削減されてきたものの､平成 11年度において、生活系汚濁負

荷量が全体に占める割合は、東京湾では 68％、伊勢湾では 53％、大阪湾では 68%
と大きくなっていることから､下水道、浄化槽、農業集落排水施設等の生活排水

処理施設の整備を進める。また、窒素及び燐に係る汚濁負荷量削減のために高度

処理化を図り、下水道に関しては経済的手法を活用した高度処理施設の整備を推

進する。なお､浄化槽の維持管理の徹底を図る｡
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湖沼環境保全制度の在り方について （抄） 

（平成 17 年１月中央環境審議会 答申）  
 
 
 
（３）特定汚染源対策の推進  

ア．生活排水対策の推進  
生活排水の汚濁負荷削減については、さらなる汚濁負荷削減を図

る観点から、下水道等への接続率の向上、単独処理浄化槽から窒

素・燐除去型合併処理浄化槽への転換、浄化槽の適切な管理の徹底

及び台所等での発生源対策を引きつづき取り組むことが重要であ

る。そのためには、こうした取組が湖沼の水環境を改善することを

地域住民に十分に普及啓発していくことが重要である。  
さらに、湖沼の富栄養化を防止するためには、湖沼に流入する窒

素・燐の削減を強力に進めていくことが重要である。このため、流

域全体における負担の公平性も勘案しつつ、下水道終末処理場等に

おける窒素・燐の高度処理の推進、窒素・燐除去型合併処理浄化槽

の重点的な面的整備を進めることが適切である。このような取組を

着実に進めるためには、下水道等の高度処理施設整備や窒素・燐除

去型合併処理浄化槽の技術開発・低コスト化等を経済的な手法の活

用も視野に入れつつ進めることも重要である。  
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湖沼の水環境の保全に関する政策評価書 （抄） 

 
平成 16年８月３日 

総 務 省 
 
第４ 評価の結果及び意見 
 
２ 意見 
 関係行政機関においては、今回の調査の課程で把握された次の課題につい

て十分に配慮し、今後の湖沼水質保全政策の推進を図る必要があると考える。 
 
(3) 各種施策の推進に当たって、 

 
② 汚水処理施設の整備状況等において、ⅰ）指定湖沼（地域）の人口の 21.2%

（99 万人）分に相当する汚水処理施設が未整備であるとともに、集合処理

施設の利用が可能な人口ののうち 16.0%（51 万人）の者が施設へ未接続で

あり生活雑排水が未処理、ⅱ）湖沼水質保全計画で位置付けられているに

もかかわらず集合処理施設の高度処理率が低いものがあり、富栄養化の原

因となる窒素、りん等の除去が必ずしも十分でない、ⅲ）生活雑排水を処

理しない単独処理浄化槽がいまだに相当数設置、ⅳ）汚水の一部が未処理

のまま流出することがある合流式下水道が未改善の状況がみられること

から、各指定湖沼の湖沼水質保全計画を踏まえて、湖沼の水質保全に寄与

すると考えられる汚水処理施設の整備、集合処理施設への接続の促進及び

高度処理化、単独処理浄化槽の解消並びに合流式下水道の改善についてな

お一層推進を図ること。 
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単独処理浄化槽による汚濁負荷等について 

 
１．単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の総汚濁負荷に係る試算 
 
 

 ・単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の設置基数 

６５０万基：２１５万基 → ３：１ 

 

 ・単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の１日、１人あたりの汚濁負荷 

BOD ３２ｇ／人・日：４ｇ／人・日 → ８：１ 

 
 
 

・単独処理浄化槽と合併処理浄化槽からの総汚濁負荷 

BOD ３２ｇ／人・日×６５０万基：４ｇ／人・日×２１５万基    

→ ２４：１ 

 
 
 
２．単独処理浄化槽廃止までの期日に係る試算 
 
 
 ・単独処理浄化槽設置基数（平成 15年３月末）――――  6,513,810 基 

 

 ・１年間当たりの平均廃止基数 ―――――――――――  238,294 基 
   （平成 13年度～15年度の平均） 
 
 
 

すべてが廃止されるまでの期間は 約２７年 
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違法単独処理浄化槽の取り締まりについて 

 

 

 

（事案１）型式認定を受けていない単独処理浄化槽を違法に製造した業者に罰金

刑が科された事案 

 

【経 過】 
 
 平成14年 

２月 浄化槽法第13条第１項違反で、（社）浄化槽システム協会が福岡県のＳ

社を告発。 

 

  ８月 浄化槽法第13条第１項違反で、岐阜県の浄化槽関連業界団体がＳ社を告

発 

   

  12月 福岡県警・岐阜県警合同捜査本部がＳ社を家宅捜索 

 

 平成15年 

  ２月 福岡県警・岐阜県警合同捜査本部がＳ社を書類送検（罰金刑） 

 

 

＜参 考＞ 

 

○浄化槽法（昭和58年法律第43号） 

（認定）  

第十三条 浄化槽を工場において製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式につ

いて、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、試験的に製造する場合におい

ては、この限りでない。  

２ （略） 

 

第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金

に処する。  

一 第十三条第一項の規定に違反して認定を受けた型式の浄化槽以外の浄化槽を製造した

者  

二～七 （略）  
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（事案２）型式認定を受けていない単独処理浄化槽を違法に設置した工事業者が

建設業の許可を取り消された事案 

 

【経 過】 
 
 平成14年 

  ４月  大分県のＡ社が単独処理浄化槽を違法に設置しているとの情報提供あ

り。 

  

８月末 県と地元市の環境部局が共同で調査。 

   

  11月  県の土木部局と協議の上、建設業法第29条第１項第６号違反で、Ａ社

に対して建設業の許可を取消。 

 

＜参 考＞ 
 

○建設業法（昭和24年法律第100号）  
 

（指示及び営業の停止）  

第二十八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいず

れかに該当する場合又はこの法律の規定（第十九条の三、第十九条の四及び第二十四条の三

から第二十四条の五までを除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平

成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。）第十三条第三項の規定に

より読み替えて適用される第二十四条の七第四項を含む。第四項において同じ。）若しくは

入札契約適正化法第十三条第一項若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該建

設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が第四十一条第二項又は第

三項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。  

一・二 （略）  

三 建設業者（建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員）又は政令で定める使

用人がその業務に関し他の法令（入札契約適正化法及びこれに基づく命令を除く。）に違

反し、建設業者として不適当であると認められるとき。  

四～八 （略） 

  ２～７ （略） 
 

（許可の取消し）  

第二十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の一に

該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。  

一～五 （略）  

六 前条第一項各号の一に該当し情状特に重い場合又は同条第三項又は第五項の規定による

営業の停止の処分に違反した場合  
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